
柔道整復師にかかるとき健康保険が「使える」「使えない」チャー ト

し

〇鰍で打撲、ひねったなどの負傷原因の
はっきりした、外傷性が明らかな痛み。

●打撲
●捻挫
●挫傷（肉離れなど）

●骨折
●不全骨折（ひび）
●脱臼

応急手当なとの
やむを得ない場合
＿ 

はい

＠内科的病気が原因の痛みや、日常生活で
起こる慢性的な痛み、原因不明の痛み。

柔道整復師にかかること
について、医師の同意をいいえ
得ていますか？

ヽ

＇
滲

〇＠の
いすれにも該当しないケ ー スは
健康保険の適用ではありません。

〈例〉●スポーツが原因の筋肉疲労や筋肉痛

●日常生活などによる肩こりや筋肉疲労

なと

ただし、健康保険でかかれるケースでも次の場合は健康保険は使えません

●医師の治療を受けている負傷箇所の施術医師の治療と重複して健康保険は使えません。

●通勤中・仕事中の負傷労災保険が適用されるため健康保険は使えません。

古河健康保険組合



（柔道整復師にかかるときの EingIEl〕
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f II 痛みや負傷の原因をI 

I 正確に伝える！l 

I 

l 
整骨院等を受ける際は、負傷原因をはっきりと

伝えて、健康保険の対象になるかどうか（表面の

内容を参照）、相談しましょう。なお、交通事故な

ど第三者行為によるけがの場合は、速やかに医療

保険者（健保組合や協会けんぽなど）に連絡する

ことが必要です。
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国領収書と明細書を
もらう！

整骨院等の窓口では領収書や明細書をもらい、

後日、医療保険者（健保組合や協会けんぽなど）

から送付される医療費通知と照合し、請求金額や

内容等に間違いがないか確認をしましょう。

明細書は施術内容を確認するうえで便利です

ので、できる限りもらうようにしましょう。なお、

領収書は、医療費控除を受ける際に必要となりま

すので、大切に保管してください。

＊整骨院・接骨院では、領収 哨珊含

， 
書は無料で発行することが 領収書

I 義務づけられていますが、 0000円
I 明細書は希望者のみに発行

され、有料（実費）のところ ＿ 一

もあります。 00捨骨院固
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E〗「療養費支給申請書」は，
1 確認してから署名！
＇ 

療養費支給申請書は、受診者（患者）が柔道整

復師に医療保険者（健保組合や協会けんぽなど）

への請求を委任するものです。白紙の申請書に

サインしたり、印鑑を渡してしまうのは間違いや

不適切な請求につながるおそれがあります。申請

書の署名にあたっては、原則として受診者本人が

しっかり内容を確認してから、署名してください。
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口長期にわたる施術は ＼ 
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病院を受診！
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施術が長期にわたる場合は、内科的な原因も

考えられるので、病院・診療所等で医師の診察

を必す受けましょう。
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